
　　注．厚生年金保険（第１号）の受給（権）者とは、厚生年金保険受給（権）者全体から、共済組合等の組合員等たる

　　　厚生年金保険の被保険者期間（平成27年９月以前の共済組合等の組合員等の期間を含む）のみの者を除き、さらに、

　　　障害厚生年金受給（権）者及び短期要件分の遺族厚生年金受給（権）者について、それぞれ初診日又は死亡日に共

　　　済組合等の組合員等であった者を除いた者をいう。

(平成 27 年 12 月現在）

 を含まない。

   この統計では基本的に、被用者年金一元化により新たに厚生年金保険の適用対象となっ
 た、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団の情報

（１）適用状況

○ 平成27年12月末の国民年金と厚生年金保険（第１号）の被保険者数は、6,277万人で

                             表１　制度別適用状況

○　平成27年12月末の国民年金、厚生年金保険（第１号）及び福祉年金の受給者数（同一

厚生年金保険・国民年金事業の概況

１．総括

　あり、前年同月に比べて、6万人（0.1％）減少している。

の年金種別を除く延人数）は、4,381万人であり、前年同月に比べて、46万人

  （1.0％）増加している。

（２）給付状況

　　　　　　　　　　　　　表２　制度別年金受給者数

注．厚生年金保険（第１号）の被保険者のうち、坑内員及び船員は全員男子とみなした。

注１．厚生年金保険（第１号）の受給者とは、厚生年金保険受給者全体から、共済組合等の組合員等たる厚生年金保険の被保険

者期間（平成27年９月以前の共済組合等の組合員等の期間を含む）のみの者を除き、さらに、障害厚生年金受給者及び短期

要件分の遺族厚生年金受給者について、それぞれ初診日又は死亡日に共済組合等の組合員等であった者を除いた者をいう。

２．新法老齢厚生年金（第１号）のうち、旧法の老齢年金に相当するものは「老齢年金」に、それ以外のものは「通算老齢年

金」に計上している。新法退職共済年金についても同様。

３．人数の合計は、厚生年金保険（第１号）と同一の年金種別の基礎年金を併給している者の重複分を控除した数である。

４．「旧共済組合」は、厚生年金保険に統合された時点で旧ＪＲ共済、旧ＮＴＴ共済、旧ＪＴ共済又は旧農林共済の受給権が

発生していた者をいう。

５．「基礎あり」は、同一の年金種別の基礎年金の受給権を有する者をいう。

６．「基礎のみ」は、同一の年金種別の厚生年金保険（第１号）（旧共済組合を除く）の受給権を有しない基礎年金受給者を

いう。

７．寡婦年金については、新法においても存続しているが、国民年金第１号被保険者であった夫の妻のみに対して適用され、

基礎年金一律の給付ではないため、新法分も便宜上旧法拠出制に計上している。

事業所数 標準報酬月額

総数 男子 女子 の平均（円）

厚生年金保険（第１号） 1,951,396 36,877,484 23,385,247 13,492,237 309,360

船員以外 1,947,010 36,825,410 23,333,173 13,492,237 309,243

　一般男子 ・ 23,332,557 23,332,557 ・ 350,472

　女子 ・ 13,492,237 ・ 13,492,237 237,941

　坑内員 ・ 616 616 ・ 339,575

船員 4,386 52,074 52,074 ・ 392,284

国民年金 ・ 25,890,610 8,701,840 17,188,770 ・

第１号 ・ 16,472,100 8,512,257 7,959,843 ・

任意加入 ・ 233,001 81,176 151,825 ・

第３号 ・ 9,185,509 108,407 9,077,102 ・

合計 ・ 62,768,094 32,087,087 30,681,007 ・

被保険者数(人）

（単位：人）

総　　数 老齢給付 障害年金 遺族給付

老齢年金 通算老齢年金 遺族年金 通算遺族年金

厚生年金保険（第１号）　計 33,462,621 14,754,420 13,003,517 408,574 5,263,577 32,533

 旧共済組合を除く 32,974,054 14,459,333 12,920,078 404,959 5,157,962 31,722

旧　　　法 1,592,127 619,524 502,846 43,176 395,519 31,062

新　　　法 31,349,048 13,825,583 12,414,740 360,438 4,748,287 ・
　（再掲）基礎あり 22,386,048 11,857,850 10,217,953 236,165 74,080 ・

 基礎または定額あり 23,013,497 12,247,468 10,766,029 ・ ・ ・

　 基礎繰上げあり 1,840,668 477,908 1,362,760 ・ ・ ・
　 基礎繰上げなし 21,172,829 11,769,560 9,403,269 ・ ・ ・

 基礎及び定額なし 3,226,826 1,578,115 1,648,711 ・ ・ ・
船員保険（旧法） 32,879 14,226 2,492 1,345 14,156 660

 旧共済組合　計 488,567 295,087 83,439 3,615 105,615 811

旧　　　法 165,392 125,159 4,726 1,532 33,164 811
新　　　法 323,175 169,928 78,713 2,083 72,451 ・

　　基礎あり（再）　（再掲）基礎あり 242,859 167,414 73,669 1,718 58 ・
国民年金　計 32,973,060 30,377,762 646,603 1,848,748 99,947 ・

旧法拠出制 1,663,515 946,396 646,603 57,373 13,143 ・

新法基礎年金 31,309,545 29,431,366 ・ 1,791,375 86,804 ・
　（再掲）基礎のみ 8,152,079 6,597,742 ・ 1,527,370 26,967 ・

福祉年金 513 513 ・ ・ ・ ・
合　　　　計 43,807,287 33,107,431 3,358,498 2,019,439 5,289,386 32,533
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　　注．厚生年金保険（第１号）受給（権）者の年金総額は、老齢給付及び遺族年金（長期要件）については、平成27年

　　　９月以前の厚生年金保険被保険者期間及び平成27年10月以降の第１号厚生年金被保険者期間に係る年金総額であり、

　　　平成27年10月以降に受給権が発生した障害厚生年金及び遺族厚生年金（短期要件）については、共済組合等の組合

　　　員等たる厚生年金保険の被保険者期間（平成27年９月以前の共済組合等の組合員等の期間を含む）を含めて算出し

　　　た年金総額である。

（１）適用状況

○ 平成27年12月末の厚生年金保険（第１号）の適用事業所数は195万事業所であり、

○ 平成27年12月末の国民年金、厚生年金保険（第１号）及び福祉年金の受給者の

  る。

               図１　厚生年金保険（第１号）　適用事業所数の推移

                            表３　制度別受給者年金総額

　前年同月に比べて10万事業所（5.4％）増加している。

２．厚生年金保険

　年金総額は、47兆8千億円であり、前年同月に比べて、1兆1千億円（2.4％）増加してい
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注１．厚生年金保険（第１号）受給者の年金総額は、老齢給付及び遺族年金（長期要件）については、平成27年９月以前の厚生

年金保険被保険者期間及び平成27年10月以降の第１号厚生年金被保険者期間に係る年金総額であり、平成27年10月以降に受

給権が発生した障害厚生年金及び遺族厚生年金（短期要件）については、共済組合等の組合員等たる厚生年金保険の被保険

者期間（平成27年９月以前の共済組合等の組合員等の期間を含む）を含めて算出した年金総額である。

２．年金総額には一部停止額を含む。

３．「旧共済組合」は、厚生年金保険に統合された時点で旧ＪＲ共済、旧ＮＴＴ共済、旧ＪＴ共済又は旧農林共済の受給権が

発生していた者の当該年金の年金総額である。

４．「基礎のみ」は、同一の年金種別の厚生年金保険（第１号）（旧共済組合を除く）の受給権を有しない基礎年金受給者の

年金総額である。

５．寡婦年金については、新法においても存続しているが、国民年金第１号被保険者であった夫の妻のみに対して適用され、

基礎年金一律の給付ではないため、新法分も便宜上旧法拠出制に計上している。

（単位：百万円）
総　　数 老齢給付 障害年金 遺族給付

老齢年金 通算老齢年金 遺族年金 通算遺族年金

厚生年金保険（第１号）　計 25,815,537 17,791,389 2,401,340 299,955 5,314,249 8,605

厚生年金基金代行分除く 24,242,054 16,342,544 2,276,702 299,955 5,314,249 8,605
 旧共済組合を除く 25,188,831 17,313,697 2,380,795 296,332 5,189,593 8,415

　旧　　　法 1,711,390 1,051,641 190,503 50,868 410,133 8,244

　　厚生年金基金代行分除く 1,695,018 1,038,255 187,518 50,868 410,133 8,244

　新　　　法 23,410,240 16,221,216 2,189,443 242,661 4,756,920 ・

　　（別掲）基礎年金 15,349,418 8,335,486 6,738,993 201,974 72,965 ・

　　厚生年金基金代行分除く 21,853,129 14,785,757 2,067,791 242,661 4,756,920 ・

　船員保険（旧法） 67,202 40,839 849 2,803 22,541 171

 旧共済組合　計 626,705 477,692 20,544 3,623 124,655 191
旧　　　法 319,269 275,437 2,241 2,286 39,115 191

新　　　法 307,436 202,255 18,303 1,337 85,540 ・

　　基礎あり（再）　　（別掲）基礎年金 180,084 124,658 53,943 1,425 58 ・

国民年金　計 21,964,947 20,112,042 145,440 1,609,813 97,652 ・

　旧法拠出制 663,218 461,325 145,440 50,445 6,009 ・

　新法基礎年金 21,301,729 19,650,717 ・ 1,559,368 91,643 ・
　　（再掲）基礎のみ 5,500,732 4,138,272 ・ 1,334,757 27,702 ・

福祉年金 205 205 ・ ・ ・ ・

合　　　　計 47,780,688 37,903,636 2,546,779 1,909,767 5,411,901 8,605
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42万人、1.8％増）、女子が1,349万人（対前年同月比40万人、3.0％増）、坑内員が

○ 厚生年金保険（第１号）の被保険者数は3,688万人となっており、前年同月に比べて

82万人（2.3％）増加している。内訳をみると、一般男子が2,333万人（対前年同月比

　である。

6百人（対前年同月比16人、2.7％増）、船員が5万人（対前年同月比2百人、0.4％増）

              図２　厚生年金保険（第１号）　被保険者数の推移

○　厚生年金保険（第１号）被保険者の標準報酬月額の平均は、30万9,360円となっており

　、前年同月に比べて0.2％増加している。内訳をみると,一般男子は35万472円（対前年

　同月比0.1％増）、女子は23万7,941円（対前年同月比0.8％増）、坑内員は33万9,575円

　（対前年同月比0.7％減）、船員が39万2,284円（対前年同月比1.5％増）である。

　　　　　　　図３　厚生年金保険（第１号）　標準報酬月額の平均の推移

　保険者数は2,076万人、標準賞与額の平均は50万2,694円となっている。

○　厚生年金保険（第１号）被保険者に係る賞与支給事業所数は58万事業所、賞与支給被
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（２）給付状況

○ 平成27年12月末の厚生年金保険（第１号）受給者数は3,346万人（旧法厚年分

159万人、新法厚年分3,135万人、旧法船保分3万人、旧共済分49万人）で、前年同月に

　比べて73万人（2.2％）増加している。

○ 老齢給付の受給者数は2,776万人（旧法厚年分112万人、新法厚年分2,624万人、旧法

　船保分2万人、旧共済分38万人）で、前年同月に比べて63万人（2.3％）増加している。

○ 障害給付の受給者数は41万人（旧法厚年分4万人、新法厚年分36万人、旧法船保分

1千人、旧共済分4千人）で、前年同月に比べて6千人（1.6％）増加している。

○ 遺族給付の受給者数は530万人（旧法厚年分43万人、新法厚年分475万人、旧法船保

分1万人、旧共済分11万人）で、前年同月に比べて9万人（1.7％）増加している。

図４　厚生年金保険（第１号）　受給者数の推移

○ 平成27年12月末の厚生年金保険（第１号）の受給者に係る老齢年金の平均年金月額

　は、14万8,269円となっている。
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○ 平成27年12月末における失業給付との調整に該当する厚生年金保険（第１号）

  の受給権者数は6万人、高年齢雇用継続給付との併給調整に該当する受給権者数は31万人

表４　雇用保険の給付と厚生年金保険（第１号）の受給権者に係る老齢厚生年金との調整

　となっている。

失　業　給　付

件数（人） 総停止年金額（千円） 平均停止月額（円）

計 老齢相当 通老相当 計 老齢相当 通老相当 計 老齢相当 通老相当

平成 27年 7 月 65,597 45,309 20,288 41,649,551 37,400,505 4,249,046 52,911 68,788 17,453

8 月 65,479 45,366 20,113 41,760,415 37,563,277 4,197,138 53,147 69,000 17,390

9 月 64,082 44,825 19,257 41,433,753 37,431,541 4,002,212 53,881 69,588 17,319

10 月 59,528 40,876 18,652 37,600,676 33,771,921 3,828,755 52,637 68,850 17,106

11 月 57,802 39,534 18,268 36,426,998 32,714,156 3,712,842 52,517 68,958 16,937

12 月 55,353 37,986 17,367 34,932,595 31,454,008 3,478,588 52,591 69,004 16,692

高　年　齢　雇　用　継　続　給　付

件数（人） 高年齢雇用継続給付による停止総額（千円） 平均停止月額（円）

計 老齢相当 通老相当 計 老齢相当 通老相当 計 老齢相当 通老相当

平成 27年 7 月 306,729 297,148 9,581 38,867,430 37,966,101 901,329 10,560 10,647 7,840

8 月 309,292 299,316 9,976 39,107,145 38,171,865 935,280 10,537 10,628 7,813

9 月 307,848 298,049 9,799 39,351,979 38,418,159 933,820 10,652 10,742 7,941

10 月 306,907 297,106 9,801 39,150,253 38,216,978 933,275 10,630 10,719 7,935

11 月 307,543 297,577 9,966 39,086,899 38,148,328 938,571 10,591 10,683 7,848

12 月 312,944 302,285 10,659 39,738,261 38,726,563 1,011,698 10,582 10,676 7,910
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３．国民年金

（１）適用状況

○ 平成27年12月末の第1号被保険者数（任意加入被保険者を含む。）は、1,671万人と

なっており、前年同月に比べて71万人（4.1％）減少している。内訳をみると、男子

は859万人（対前年同月比35万人、4.0％減）、女子は811万人（対前年同月比36万人、

　4.2％減）である。

図５　国民年金第１号被保険者数（任意加入を含む）の推移

○ 第3号被保険者数は919万人となっており、前年同月に比べて16万人（1.7％）減少

している。内訳をみると、男子は11万人（対前年同月比1千人、1.0％減）、女子は908

　万人（対前年同月比16万人、1.7％減）となっている。

図６　国民年金第３号被保険者数の推移
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（２）給付状況

○ 平成27年12月末の国民年金受給者数は3,297万人（旧法拠出制166万人、基礎年金

　3,131万人）で、前年同月に比べて81万人（2.5％）増加している。

○ 老齢給付の受給者数は3,102万人（旧法拠出制159万人、基礎年金2,943万人）で、

　前年同月に比べて79万人（2.6％）増加している。

○ 障害給付の受給者数は185万人（旧法拠出制6万人、基礎年金179万人）で、前年同

　月に比べて3万人（1.5％）増加している。

○ 遺族給付の受給者数は10万人（旧法拠出制1万人、基礎年金9万人）で、前年同月

　に比べて2千人（2.3％）減少している。

図７　国民年金受給者数の推移

○ 国民年金の老齢年金受給者の平均年金月額は、平成27年12月末で5万5,172円となっ

　ている。

老齢年金の新規裁定者（受給者）の平均年金月額は、5万1,995円となっている。

○ 旧法老齢年金受給権者及び同一の年金種別の厚生年金保険（第１号）（旧共済組合を

除く）の受給権を有しない老齢基礎年金受給権者について繰上げ受給の状況をみると、

12月は新規裁定者1万4千人のうち繰上げ受給権者が1千人となっており、繰り上げ受給

　率は9.7％である。なお、平成26年度新規裁定者の繰上げ受給率は12.4％となっている。
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